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１　

は
じ
め
に

多
く
の
人
の
記
憶
に
は
残
っ
て
い
な
い
と
思
う

が
、
本
年
、
４
月
１
日
の
11
時
39
分
に
三
重
県
南
東

沖
で
気
象
庁
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
（
MJ
）
６
・
１
の
地

震
が
発
生
し
た
。
新
年
度
の
初
日
で
、
経
験
が
全
く

な
い
初
任
の
防
災
担
当
者
が
初
動
対
応
し
た
自
治
体

も
多
か
っ
た
。
震
源
は
、
過
去
の
南
海
ト
ラ
フ
地
震

の
破
壊
開
始
点
に
近
接
し
、
プ
レ
ー
ト
境
界
上
に
位

置
す
る
。少
し
経
験
の
あ
る
防
災
担
当
者
で
あ
れ
ば
、

誰
も
が
ビ
ク
ッ
と
す
る
地
震
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
の

自
治
体
の
初
動
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
た
と
こ
ろ
、
芳
し

い
対
応
が
で
き
な
か
っ
た
組
織
も
多
い
。

そ
の
２
週
間
後
の
４
月
14
日
21
時
26
分
、
熊
本
で

MJ
６
・
５
の
地
震
（
以
後
、
前
震
と
呼
ぶ
。）
が
、
そ

の
28
時
間
後
の
４
月
16
日
１
時
25
分
に
MJ
７
・
３
の

地
震
（
以
後
、
本
震
と
呼
ぶ
。）
が
発
生
し
、
益
城

町
は
二
度
に
わ
た
っ
て
震
度
７
の
揺
れ
に
見
舞
わ
れ

た
。
そ
の
後
の
余
震
活
動
も
活
発
で
、
一
連
の
熊
本

地
震
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
的
・
物
的
被
害
を
出
し

た
。
熊
本
地
方
は
、
明
治
熊
本
地
震
（
１
８
８
９
年

７
月
28
日
）
の
経
験
は
あ
る
も
の
の
、
長
ら
く
強
い

揺
れ
を
経
験
し
て
お
ら
ず
、
風
水
害
を
中
心
と
し
た

防
災
対
策
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。

本
稿
で
は
、
熊
本
地
震
の
被
害
を
概
観
し
、
半
年

間
の
災
害
対
応
を
経
て
得
ら
れ
た
教
訓
を
、
今
後
の

自
治
体
や
住
民
の
防
災
対
策
に
ど
の
よ
う
に
活
用
し

て
い
く
べ
き
か
を
考
え
て
み
た
い
。

２　

熊
本
地
震

（
１
）
地
震
の
概
要

熊
本
地
震
の
前
震
は
、
日
奈
久
断
層
帯
の
東
側
の

高
野
―
白
旗
区
間
が
、
本
震
は
、
布
田
川
断
層
帯
の

東
側
の
布
田
川
区
間
が
活
動
し
た
。
断
層
の
破
壊
形

式
は
い
ず
れ
も
右
横
ず
れ
断
層
で
あ
る
。ち
な
み
に
、

明
治
熊
本
地
震
で
は
布
田
川
断
層
の
西
側
で
の
被
害

が
大
き
か
っ
た
。
政
府
・
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部

に
よ
る
「
主
要
活
動
断
層
の
長
期
評
価
」
で
は
、
今

後
30
年
間
の
地
震
発
生
確
率
は
、
日
奈
久
断
層
帯
・

高
野
―
白
旗
区
間
は
不
明
、
布
田
川
断
層
帯
・
布
田

川
区
間
は
０
～
０
・
９
％
、
予
想
さ
れ
る
地
震
規
模

は
そ
れ
ぞ
れ
M
６
・
８
、
M
７
・
０
程
度
と
評
価
さ
れ

て
い
た
。
一
方
、
高
野
―
白
旗
区
間
の
西
側
の
日
奈

久
区
間
は
M
７
・
５
程
度
が
ほ
ぼ
０
～
６
％
、
八
代

海
区
間
は
M
７
・
３
程
度
が
０
～
16
％
と
高
い
確
率

が
評
価
さ
れ
て
お
り
、今
後
の
活
動
が
心
配
さ
れ
る
。

ま
た
、
東
側
の
大
分
に
は
別
府
―
万
年
山
断
層
が
存

在
し
、
さ
ら
に
四
国
の
中
央
構
造
線
へ
と
続
い
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
断
層
で
は
、
１
５
９
６
年
９
月
４
日

慶
長
豊
後
地
震
と
同
年
９
月
１
日
慶
長
伊
予
地
震
が
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発
生
し
、
同
年
９
月
５
日
に
は
慶
長
伏
見
地
震
が
発

生
し
た
。

熊
本
地
震
の
本
震
で
は
、
益
城
町
や
西
原
村
で
の

震
度
７
の
情
報
が
遅
滞
し
、
20
日
に
な
っ
て
震
度
７

が
確
認
さ
れ
た
。
残
念
な
が
ら
、
計
測
震
度
計
の
情

報
は
熊
本
県
庁
経
由
で
気
象
庁
に
伝
わ
ら
な
か
っ

た
。
２
０
０
４
年
新
潟
県
中
越
地
震
の
と
き
に
震
度

７
だ
っ
た
川
口
町
で
も
情
報
が
遅
滞
し
た
。防
災
上
、

震
度
７
情
報
は
最
重
要
の
災
害
情
報
で
あ
り
、
確
実

に
気
象
庁
に
伝
わ
る
よ
う
に
電
源
、
通
信
、
設
置
条

件
な
ど
、
総
合
的
な
改
善
が
望
ま
れ
る
。

（
２
）
人
的
被
害

熊
本
地
震
の
本
震
と
阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
は
、

共
通
点
が
多
い
。
い
ず
れ
も
MJ
７
・
３
の
右
横
ず
れ

断
層
の
地
震
で
、
震
度
７
の
揺
れ
が
寝
て
い
る
住
民

を
襲
っ
た
。
被
害
様
相
も
共
通
す
る
。
し
か
し
、
熊

本
地
震
の
犠
牲
者
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
百
分

の
一
程
度
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
れ
に
は
三
つ
の
理
由
が

あ
る
。

一
つ
目
の
理
由
は
震
度
７
エ
リ
ア
の
人
口
で
あ

る
。
熊
本
地
震
で
震
度
７
と
な
っ
た
益
城
町
と
西
原

村
の
人
口
は
合
わ
せ
て
約
４
万
人
で
あ
り
、
阪
神
・

淡
路
大
震
災
の
そ
れ
に
比
べ
十
分
の
一
以
下
で
あ
っ

た
。
二
つ
目
は
耐
震
化
の
進
捗
で
あ
る
。
新
耐
震
基

準
導
入
14
年
後
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
35
年
後
の

熊
本
地
震
で
は
、
旧
耐
震
基
準
で
設
計
さ
れ
た
既
存

不
適
格
建
物
の
比
率
は
半
減
し
て
い
る
。
そ
し
て
三

つ
目
は
、
連
続
地
震
で
あ
る
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災

で
の
激
甚
被
災
地
、
東
灘
区
で
は
全
壊
家
屋
当
た
り

の
死
者
が
０
・
11
人
だ
っ
た
が
、
熊
本
地
震
で
は
、

震
度
７
を
二
度
被
っ
た
益
城
町（
死
者
は
前
震
７
人
、

本
震
12
人
）
は
０
・
０
０
７
人
、
震
度
６
弱
と
震
度

７
を
被
っ
た
西
原
村
は
０
・
０
０
９
９
人
（
本
震
５

人
）
だ
っ
た
。
本
震
だ
け
で
い
え
ば
、
益
城
町
は
西

原
村
の
半
分
程
度
に
な
る
。
前
震
で
の
強
い
揺
れ
の

恐
怖
か
ら
避
難
所
や
車
中
で
夜
を
過
ご
し
た
住
民
が

多
か
っ
た
こ
と
が
犠
牲
者
を
減
ら
し
た
と
推
測
さ
れ

る
。
改
め
て
、
地
震
の
直
前
予
知
の
大
切
さ
や
、
人

口
集
中
の
危
う
さ
が
分
か
る
。

（
３
）
建
物
被
害

震
度
７
の
揺
れ
を
被
っ
た
益
城
町
や
西
原
村
を
中

心
に
、
古
い
木
造
家
屋
が
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
。

熊
本
市
内
で
は
、
１
階
が
駐
車
場
や
店
舗
の
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
構
造
の
建
物
被
害
が
散
見
さ
れ
た
。
そ

の
多
く
は
１
９
８
１
年
以
前
の
旧
耐
震
基
準
の
建
物

で
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
重
な
る
被
害
で
あ
る
。

た
だ
し
、
地
道
な
耐
震
化
の
お
か
げ
で
行
政
機
関
や

学
校
施
設
の
被
害
が
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
比
べ

微
少
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
は
幸
い
だ
っ
た
。

一
方
で
、
２
０
０
０
年
以
降
の
新
し
い
住
宅
や
、

耐
震
補
強
し
た
建
物
な
ど
で
も
被
害
を
生
じ
た
。
設

計
想
定
以
上
の
強
い
揺
れ
が
二
度
襲
っ
た
こ
と
に
も

起
因
す
る
。
庁
舎
機
能
を
失
っ
た
基
礎
自
治
体
が
六

つ
も
あ
り
、
患
者
の
受
入
れ
が
で
き
な
か
っ
た
病
院

も
あ
る
。
現
行
耐
震
基
準
は
、
大
き
な
地
震
動
で
は

構
造
的
な
損
傷
が
あ
っ
て
も
倒
壊
せ
ず
人
命
を
守
れ

ば
よ
い
と
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
。
強
度
よ
り

も
靱
性
を
重
視
し
た
場
合
に
は
、
連
続
地
震
で
は
損

壊
が
拡
大
す
る
。

防
災
拠
点
に
関
し
て
は
、
強
度
重
視
で
、
地
震
地

域
係
数
に
よ
る
低
減
を
せ
ず
、
重
要
度
係
数
を
乗
じ

た
設
計
が
望
ま
れ
る
。
天
井
が
落
下
し
て
避
難
所
と

し
て
使
え
な
い
体
育
館
も
あ
っ
た
。避
難
施
設
で
は
、

天
井
や
非
構
造
部
材
の
損
傷
対
策
も
必
要
で
あ
る
。

よ
り
一
層
の
耐
震
化
の
推
進
が
不
可
欠
で
あ
る
。

（
４
）
罹
災
証
明
の
遅
滞

地
震
発
生
後
、
家
屋
の
危
険
性
を
判
定
す
る
応
急

危
険
度
判
定
や
、
家
屋
の
経
済
的
価
値
の
滅
失
を
判

断
す
る
被
害
認
定
調
査
が
行
わ
れ
る
。
地
震
保
険
の

た
め
の
建
物
損
害
認
定
も
ほ
ぼ
同
時
に
進
行
す
る
。

被
害
認
定
調
査
は
、
罹
災
証
明
書
発
行
の
根
拠
と
な

り
、
様
々
な
行
政
支
援
の
基
礎
と
な
る
。
熊
本
地
震

で
は
、
罹
災
証
明
書
発
行
の
遅
滞
が
指
摘
さ
れ
た
。

自
治
体
職
員
や
建
築
士
が
減
少
し
て
お
り
、
南
海
ト

ラ
フ
地
震
の
よ
う
な
大
規
模
な
地
震
で
は
、
応
急
危

険
度
判
定
、
被
害
認
定
調
査
、
損
害
認
定
調
査
な
ど

を
う
ま
く
融
合
さ
せ
な
け
れ
ば
早
期
の
判
定
は
で
き

な
い
。
罹
災
証
明
書
の
早
期
発
行
の
た
め
の
シ
ス
テ

ム
作
り
が
望
ま
れ
る
。

（
５
）
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
復
旧
他

熊
本
地
震
で
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
復
旧
は
、阪
神
・
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淡
路
大
震
災
に
比
べ
は
る
か
に
早
か
っ
た
。
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用
し
た
早

期
の
情
報
伝
達
、
電
気
、
ガ
ス
、
水
道
な
ど
の
地
域

を
越
え
た
連
携
体
制
の
充
実
、
事
業
継
続
計
画
を
策

定
し
て
い
た
企
業
の
早
期
操
業
開
始
な
ど
、
事
前
準

備
を
進
め
て
き
た
組
織
で
は
早
期
に
回
復
し
た
。
都

市
ガ
ス
供
給
エ
リ
ア
の
震
度
が
６
強
以
下
だ
っ
た
こ

と
、
地
下
水
や
湧
水
を
利
用
し
た
水
道
だ
っ
た
こ
と

も
幸
い
し
た
。
た
だ
し
、
水
の
濁
度
の
悪
化
の
問
題

は
あ
っ
た
。

ま
た
、
初
め
て
の
試
み
だ
っ
た
プ
ッ
シ
ュ
型
の
支

援
物
資
供
給
は
、
効
果
的
だ
っ
た
。
今
後
、
電
力
や

ガ
ス
の
自
由
化
が
進
む
中
、
全
国
規
模
の
助
け
合
い

シ
ス
テ
ム
の
維
持
・
強
化
が
望
ま
れ
る
。

３　

西
原
村
に
み
る
共
助
の
力
の
大
切

さ熊
本
地
震
で
は
、農
村
社
会
の
共
助
力
を
感
じ
た
。

大
規
模
災
害
時
の
仕
事
量
は
、
自
治
体
規
模
に
よ
ら

な
い
た
め
、
小
規
模
自
治
体
で
は
災
害
時
の
対
応
人

員
が
大
き
く
不
足
し
、
対
応
が
困
難
に
な
る
。
そ
ん

な
中
、
震
度
７
の
揺
れ
に
見
舞
わ
れ
た
西
原
村
の
災
害

対
応
に
は
学
ぶ
点
が
多
い
。
西
原
村
は
人
口
７
０
０
０

人
弱
で
、
役
場
職
員
は
60
数
名
に
過
ぎ
ず
、
防
災
担

当
職
員
も
１
人
し
か
い
な
い
。
村
に
は
消
防
署
は
な

く
、
熊
本
市
消
防
局
の
出
張
所
が
あ
る
だ
け
で
、
職

員
11
名
、
消
防
ポ
ン
プ
車
と
救
急
車
が
１
台
ず
つ
し

か
な
い
。
警
察
も
大
津
警
察
署
西
原
駐
在
所
が
あ
る

だ
け
で
、
24
時
間
対
応
可
能
な
病
院
も
な
い
。
西
原

村
で
は
、
大
災
害
時
に
は
行
政
の
力
が
不
足
す
る
こ

と
が
明
ら
か
な
た
め
、
地
元
消
防
団
と
の
連
携
を
前

提
に
し
た
防
災
体
制
を
整
え
て
い
た
。

村
に
は
２
５
５
名
も
の
消
防
団
員
が
い
た
。
24
班

の
消
防
団
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
消
防
団
に
消
防
車

が
あ
る
。
常
備
消
防
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
団
員

と
消
防
車
を
有
し
て
い
る
。
災
害
時
に
は
、
消
防
団

が
被
害
状
況
や
安
否
の
確
認
、
人
命
救
助
や
避
難
誘

導
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
全
国

平
均
で
は
人
口
１
５
０
人
に
１
人
程
度
の
消
防
団
員

数
な
の
に
対
し
、
西
原
村
は
27
人
に
１
人
と
５
倍
も

多
い
。

村
で
は
10
年
以
上
に
わ
た
っ
て
発
災
対
応
型
の
防

災
訓
練
を
隔
年
で
実
施
し
て
い
た
。
発
災
対
応
型
防

災
訓
練
と
は
、
災
害
後
対
応
を
中
心
と
し
た
実
践
型

の
訓
練
で
あ
る
。
な
ん
と
、
昨
年
８
月
30
日
の
訓
練

で
は
、
布
田
川
断
層
で
の
地
震
を
想
定
し
、
震
度
６

強
の
揺
れ
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
家
屋
か
ら
人
を
救
出

す
る
訓
練
を
し
て
い
た
。
消
防
団
員
が
倒
壊
家
屋
の

屋
根
に
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
穴
を
開
け
、
そ
こ
か
ら
救

出
す
る
と
い
う
訓
練
だ
っ
た
。

熊
本
地
震
で
は
こ
う
い
っ
た
訓
練
が
見
事
に
生
き

た
。
深
夜
１
時
25
分
の
本
震
発
生
後
、
夜
明
け
時
点

で
、
各
消
防
団
か
ら
被
害
情
報
が
集
ま
っ
た
。
昭
和

61
年
に
建
て
ら
れ
た
２
階
建
て
の
西
原
庁
舎
も
無
傷

で
、
災
害
対
応
に
支
障
は
な
か
っ
た
。
他
の
自
治
体

か
ら
の
支
援
へ
の
受
援
体
制
も
う
ま
く
い
っ
た
。
震

災
１
週
間
後
に
は
、
東
日
本
大
震
災
の
と
き
に
西
原

村
が
支
援
を
し
た
東
松
島
市
か
ら
元
総
務
部
長
を
始

め
震
災
経
験
豊
富
な
職
員
が
応
援
に
駆
け
付
け
、

種
々
の
助
言
に
よ
り
、
災
害
後
対
応
が
軌
道
に
乗
っ

た
と
聞
く
。

甚
大
な
被
害
を
受
け
た
布
田
川
断
層
に
近
い
大
切

畑
地
区
で
は
、
26
軒
の
家
屋
の
う
ち
９
割
が
全
壊
し

た
が
、
地
震
後
、
集
落
の
消
防
団
員
を
中
心
に
７
～

８
人
が
集
ま
っ
て
、
６
軒
の
全
壊
家
屋
か
ら
９
人
全

員
を
救
出
し
た
。
真
っ
暗
闇
の
中
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に

つ
け
た
懐
中
電
灯
と
ジ
ャ
ッ
キ
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を

頼
り
に
、約
３
時
間
で
全
員
を
救
出
し
た
。
中
に
は
、

発
災
対
応
型
防
災
訓
練
と
同
様
、
屋
根
に
穴
を
開
け

て
救
出
し
た
家
屋
も
あ
っ
た
。

が
れ
き
撤
去
も
、
消
防
団
員
が
中
心
に
な
っ
て
実

施
さ
れ
、
筆
者
が
震
災
５
か
月
後
に
訪
れ
た
と
き
に

は
、
き
れ
い
に
片
付
け
ら
れ
て
い
た
。
い
ま
だ
に
が

れ
き
が
残
る
益
城
町
と
の
差
が
感
じ
ら
れ
た
。
改
め

て
、
事
前
の
実
践
的
防
災
訓
練
の
効
果
、
地
域
の
安

全
を
支
え
る
消
防
団
の
役
割
、
地
域
住
民
の
共
助
の

大
切
さ
を
感
じ
る
。

４　

災
害
被
害
軽
減
の
た
め
の
四
つ
の

力
の
向
上
と
自
助
・
共
助
・
公
助

被
害
軽
減
の
基
本
は
、
危
険
を
避
け
抵
抗
力
を
付
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け
て
被
害
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
と
、
発
災
後
に
的
確

に
対
応
し
社
会
を
早
期
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
に
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
危
険
回
避
力
、
抵
抗
力
、
対
応
力
、

回
復
力
の
四
つ
の
力
の
向
上
が
必
要
と
な
る
。

小
さ
な
災
害
で
は
、
災
害
後
の
対
応
力
や
回
復
力

の
役
割
が
大
き
い
が
、
巨
大
災
害
で
は
被
害
量
に
比

べ
対
応
資
源
が
不
足
す
る
。
こ
の
た
め
、
物
的
被
害

を
対
応
力
以
下
に
す
る
危
険
回
避
力
と
抵
抗
力
の
向

上
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
れ
に
は
、「
公
」
の
力
と
「
私
」

の
力
を
組
み
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
災
害
危
険
度

の
低
い
土
地
利
用
を
促
す
都
市
計
画
や
、
堤
防
・
道

路
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
は
「
公
」
の
役
割
で
あ
り
、

危
険
を
回
避
す
る
土
地
選
び
や
住
宅
の
耐
震
化
・
家

具
固
定
は
「
私
」
の
役
割
で
あ
る
。

公
助
に
は
、土
地
利
用
規
制
な
ど
の
私
権
制
約
や
、

多
大
な
公
費
投
入
を
必
要
と
す
る
。
１
０
０
０
兆
円

を
超
え
る
債
務
を
抱
え
る
現
状
を
考
え
る
と
、
次
世

代
へ
の
負
担
を
増
や
す
公
助
へ
の
過
度
な
依
存
は
避

け
た
い
。
土
地
利
用
見
直
し
と
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
バ

ラ
ン
ス
、
公
と
私
の
負
担
割
合
、
安
全
性
の
適
正
水

準
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
優
先
順
位
な
ど
、
税
の
負
担

や
適
正
利
用
も
含
め
、
世
代
や
地
域
を
超
え
た
議
論

が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
自
助
は
、
個
人
が
決
断
さ
え
す
れ

ば
、
す
ぐ
に
で
も
実
現
で
き
る
。
住
民
や
企
業
の
防

災
対
策
を
進
め
る
に
は
、
災
害
に
対
す
る
自
己
責
任

の
大
切
さ
を
認
識
し
、
当
事
者
意
識
を
持
っ
て
、
自

分
や
家
族
、
社
員
を
守
る
こ
と
か
ら
行
動
を
始
め
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
基
本
は
、
家
庭
や
職
場
で
の
防

災
対
策
に
あ
り
、
地
域
、
学
校
、
職
場
な
ど
か
ら
の

行
動
誘
発
が
欠
か
せ
な
い
。

一
方
、
被
害
波
及
を
最
小
化
す
る
災
害
時
対
応
力

や
、
早
期
の
復
旧
・
復
興
の
た
め
の
回
復
力
向
上
に

は
、
産
官
学
民
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ
る
。
災
害
時

に
被
害
量
と
対
応
資
源
を
早
期
に
把
握
し
、
こ
の
情

報
を
産
官
学
民
で
共
有
し
て
対
応
業
務
に
優
先
順
位

を
付
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
被
害
状

況
把
握
や
情
報
共
有
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
作
り
、
タ

イ
ム
ラ
イ
ン
を
含
む
実
践
的
な
防
災
訓
練
な
ど
、
平

時
か
ら
組
織
を
越
え
た
協
働
が
必
要
で
あ
る
。ま
た
、

早
期
の
復
旧
・
復
興
の
た
め
に
は
、
地
域
ぐ
る
み
の

助
け
合
い
や
、
事
前
の
事
業
継
続
計
画
策
定
、
組
織

や
地
域
を
越
え
て
助
け
合
う
体
制
の
整
備
な
ど
の
準

備
が
必
要
で
あ
る
。

個
々
の
組
織
や
個
人
で
は
難
し
い
課
題
も
あ
る
。

道
路
、
通
信
、
電
気
、
ガ
ス
、
水
、
燃
料
な
ど
、
社

会
維
持
に
不
可
欠
な
イ
ン
フ
ラ
維
持
に
つ
い
て
は
、

「
公
」
や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
企
業
の
力
に
頼
る
し
か
な

い
。
例
え
ば
、
電
気
を
作
る
に
は
水
と
燃
料
が
、
燃

料
を
作
る
に
は
電
気
と
水
が
、
水
を
浄
化
し
送
る
に

は
電
気
と
燃
料
が
必
要
で
、
全
て
が
相
互
依
存
し
、

そ
の
基
盤
に
道
路
・
通
信
が
あ
る
。
水
・
食
料
・
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
自
給
自
足
し
、
地
産
地
消
で
自
律
性
が

高
か
っ
た
江
戸
時
代
と
現
代
は
異
な
る
。
大
都
市
の

よ
う
に
、
人
口
が
集
中
し
て
過
密
化
・
高
層
化
し
、

災
害
危
険
度
の
高
い
場
所
に
ま
ち
が
広
が
れ
ば
、
災

害
被
害
は
波
及
・
拡
大
す
る
。
こ
れ
を
回
避
し
よ
う

と
す
る
施
策
が
、地
方
創
生
と
国
土
強
靱
化
で
あ
り
、

そ
の
推
進
が
必
要
で
あ
る
。

西
原
村
の
よ
う
な
農
村
社
会
の
共
助
力
や
、
数
多

く
の
災
害
経
験
で
培
わ
れ
た
生
活
慣
習
と
し
て
の
日

本
文
化
の
大
切
さ
を
再
認
識
し
、
自
助
・
共
助
・
公

助
の
総
体
と
し
て
の
地
域
力
を
向
上
さ
せ
た
い
。

５　

災
害
対
策
基
本
法
と
自
治
体
・
住

民
の
役
割

我
が
国
の
災
害
対
策
の
基
本
は
、
災
害
対
策
基
本

法
で
あ
る
。
１
９
５
９
年
伊
勢
湾
台
風
を
受
け
て

１
９
６
１
年
に
作
ら
れ
た
こ
の
法
律
は
、災
害
予
防
、

応
急
対
応
、
復
旧
の
基
本
を
定
め
て
い
る
。
災
害
対

策
基
本
法
の
目
的
は
第
１
条
に
、「
国
土
並
び
に
国

民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
災
害
か
ら
保
護
す
る

た
め
、
防
災
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
国
、
地

方
公
共
団
体
及
び
そ
の
他
の
公
共
機
関
を
通
じ
て
必

要
な
体
制
を
確
立
し
、
責
任
の
所
在
を
明
確
に
す
る

と
と
も
に
、
防
災
計
画
の
作
成
、
災
害
予
防
、
災
害

応
急
対
策
、
災
害
復
旧
及
び
防
災
に
関
す
る
財
政
金

融
措
置
そ
の
他
必
要
な
災
害
対
策
の
基
本
を
定
め
る

こ
と
に
よ
り
、
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
防
災
行
政
の

整
備
及
び
推
進
を
図
り
、
も
つ
て
社
会
の
秩
序
の
維

持
と
公
共
の
福
祉
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
」
と
明
記
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さ
れ
て
い
る
。

災
害
対
策
の
基
本
理
念
と
し
て
は
、
①
実
情
を
踏

ま
え
た
災
害
発
生
の
想
定
と
被
害
の
最
小
化
・
迅
速

な
回
復
、
②
国
、
地
方
公
共
団
体
、
そ
の
他
の
公
共

機
関
、
自
主
防
災
組
織
、
住
民
個
人
等
の
役
割
の
明

確
化
、
③
一
体
的
な
災
害
へ
の
備
え
と
科
学
的
知
見

や
過
去
の
災
害
教
訓
の
活
用
、
④
災
害
状
況
の
早
期

把
握
と
対
応
資
源
の
最
適
配
分
、
⑤
適
切
な
被
災
者

援
護
、
⑥
早
期
復
旧
・
復
興
の
６
点
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
、
都
道
府
県
、
市
町

村
、
公
共
機
関
、
住
民
等
の
責
務
を
明
確
に
し
て
い

る
。
都
道
府
県
は
、「
当
該
都
道
府
県
の
地
域
並
び

に
（
中
略
）
住
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
災
害

か
ら
保
護
す
る
た
め
、
関
係
機
関
及
び
他
の
地
方
公

共
団
体
の
協
力
を
得
て
、
当
該
都
道
府
県
の
地
域
に

係
る
防
災
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
及
び
法
令
に

基
づ
き
こ
れ
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
区
域
内

の
市
町
村
及
び
指
定
地
方
公
共
機
関
が
処
理
す
る
防

災
に
関
す
る
事
務
又
は
業
務
の
実
施
を
助
け
、か
つ
、

そ
の
総
合
調
整
を
行
う
」
と
、
市
町
村
は
、「
当
該

市
町
村
の
地
域
並
び
に
（
中
略
）
住
民
の
生
命
、
身

体
及
び
財
産
を
災
害
か
ら
保
護
す
る
た
め
、
関
係
機

関
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体
の
協
力
を
得
て
、
当
該

市
町
村
の
地
域
に
係
る
防
災
に
関
す
る
計
画
を
作
成

し
、
及
び
法
令
に
基
づ
き
こ
れ
を
実
施
す
る
」「
市

町
村
長
は
、（
中
略
）
消
防
機
関
、
水
防
団
そ
の
他

の
組
織
の
整
備
並
び
に
当
該
市
町
村
の
区
域
内
の
公

共
的
団
体
そ
の
他
の
防
災
に
関
す
る
組
織
及
び
自
主

防
災
組
織
の
充
実
を
図
る
ほ
か
、
住
民
の
自
発
的
な

防
災
活
動
の
促
進
を
図
り
、
市
町
村
の
有
す
る
全
て

の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」
と
、
住
民
等
は
、「
食
品
、
飲
料
水
そ

の
他
の
生
活
必
需
物
資
の
備
蓄
そ
の
他
の
自
ら
災
害

に
備
え
る
た
め
の
手
段
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
防
災

訓
練
そ
の
他
の
自
発
的
な
防
災
活
動
へ
の
参
加
、
過

去
の
災
害
か
ら
得
ら
れ
た
教
訓
の
伝
承
そ
の
他
の
取

組
に
よ
り
防
災
に
寄
与
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」
と
明
記
し
て
い
る
。

こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
、
政
府
は
防
災
基
本
計
画

を
、
地
方
公
共
団
体
は
地
域
防
災
計
画
を
策
定
し
て

い
る
。
い
ず
れ
の
計
画
も
、
災
害
対
策
の
基
本
を
分

か
り
や
す
く
示
し
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
や
住
民

の
す
べ
き
こ
と
が
整
理
さ
れ
た
防
災
・
減
災
の
素
晴

ら
し
い
教
科
書
で
も
あ
る
。

今
一
度
こ
れ
ら
を
熟
読
し
、
地
方
公
共
団
体
及
び

住
民
の
災
害
対
策
を
見
直
し
、
よ
り
実
効
性
の
あ
る

も
の
に
変
え
て
い
き
た
い
。
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